
 
 

物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案要綱 

 

１ 目的 

  この法律の目的として、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定、その実

施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等を定めることを追加するものとする。

（第一条関係） 

 

２ 定義 

（１）「特定貨物自動車中継輸送施設」とは、二以上の貨物自動車が駐車し、又は停留し、

及びそれらの貨物を当該貨物自動車相互間で積み替えるまでの間一時的に保管する

ための施設であって、高速自動車国道その他の物資の流通を結節する機能を有する

道路の近傍に立地し、入浴設備を備えた待機所その他の貨物自動車の運転者の疲労

を回復するための施設が併設され、並びに荷役に係る停留場所への貨物自動車の出

入りの円滑な管理に資する装置、貨物の搬入及び搬出並びに仕分の円滑化を図るた

めの情報処理システムその他の荷役及び荷さばきの効率化に資する設備を有するも

のとする。 

（２）「貨物自動車中継輸送事業」とは、二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨

物自動車運送事業者がその一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業に

ついて運転者一人当たりの一回の運送における貨物自動車の走行距離を短縮するこ

とにより当該運転者の過労運転の防止を図りつつ、必要な物資が必要なときに確実

に運送されるようにするために行う事業であって、特定貨物自動車中継輸送施設に

おいて当該二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の二

以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行うもの（当該特定貨

物自動車中継輸送施設を管理する者が当該二以上の一般貨物自動車運送事業者又は

特定貨物自動車運送事業者に当該特定貨物自動車中継輸送施設を使用させる場合に

あっては、当該使用させる事業を含む。）とする。（第二十九条の二関係） 

 

３ 国及び地方公共団体の責務 

 （１）国は、貨物自動車相互間の中継輸送に関する情報の提供、貨物自動車相互間の中

継輸送を行い、又は行おうとする者への助言その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（２）地方公共団体は、貨物自動車相互間の中継輸送を行う者に対し、その実施に関し

必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。（第二十九条の三関係） 

 

４ 事業者の責務 

（１）一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、相互に連携し、及

び協働し、貨物自動車相互間の中継輸送を実施するよう努めなければならないもの

とする。 

（２）荷主及び倉庫業者等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、貨物自動

車相互間の中継輸送の円滑な実施に協力するよう努めなければならないものとする。

（第二十九条の四関係） 



 
 

 

５ 基本方針 

国土交通大臣は、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本的な方針を定める

ものとする。（第二十九条の五関係） 

 

６ 貨物自動車中継輸送実施計画の認定等 

（１）貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者は、共同して、貨物自動車中継輸

送実施計画を作成し、その貨物自動車中継輸送実施計画が適当である旨の国土交通

大臣の認定を受けることができるものとする。 

（２）国土交通大臣は、貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事項が基本方針に照

らして適切なものであること、貨物自動車中継輸送事業の用に供する特定貨物自動

車中継輸送施設が国土交通省令で定める基準に適合するものであること等の要件に

適合するものであると認められるときは、その認定をするものとする。 

（３）（１）の認定を受けた者は、認定貨物自動車中継輸送実施計画を変更しようとする

ときは、国土交通大臣の認定を受けなければならないものとする。 

（４）国土交通大臣は、認定貨物自動車中継輸送実施計画が（２）の要件のいずれかに

適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができるものとする。

（第二十九条の六、第二十九条の七関係） 

 

７ 貨物自動車中継輸送事業の促進 

（１）貨物自動車運送事業法等の特例 

貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が貨物自動車中継輸送実施計画の

認定を受けたときは、貨物自動車運送事業法、自動車ターミナル法又は倉庫業法の

許可等を受けなければならないものについては、当該許可等を受けたものとみなす

ものとする。（第二十九条の八～第二十九の十関係） 

（２）独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による貨物自動車中継輸送事業の

推進 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、貨物自動車中継輸送事業を推

進するため、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資

金の出資及び貸付け等の業務を行うものとする。（第二十九条の十一関係）                     

（３）都市計画法等による処分についての配慮 

国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載

された特定貨物自動車中継輸送施設の整備の実施のため都市計画法その他の法律の

規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定貨物自動車中継輸送施

設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。（第二十九条の十二

関係） 

 

８ 雑則 

   報告の徴収について所要の規定を設けるものとする。（第二十九条の十三関係） 

 

９ 罰則 



 
 

   罰則について所要の規定を設けるものとする。（第七十七条、第七十九条関係） 

 

10 その他 

  その他所要の改正を行うものとする。 

 

11 附則 

  （１）この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行するものとする。（附則第一条関係）                      

  （２）政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施

行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。（附則第三条関係） 

  （３）この法律の施行に関し、関係法律の規定の整備を行う。（附則第四条～第六条関係） 

 


